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令和８年度 

豊後高田市浄化槽設置整備事業補助金交付申請等の手引き 

 

【申請の受付等について】 

１．受付方法 

○補助金申請に必要な書類が全て添付されてから受付、審査します。 

○補助金申請書類に不備があった場合は、再度提出していただきます。 

○受付開始前の提出は出来ません。 

２．受付開始日 

○令和８年４月１日（水）から 

※予算の範囲内で受付けるため（受付順）、予算を超える時点で受付を終了します。 

３．受付場所 

  ○豊後高田市役所 高田庁舎（環境課） 

※真玉庁舎、香々地庁舎での受付は行っておりません。 

４．注意事項 

○申請地が補助対象地域であることを確認してください（上下水道課で確認できます）。 

○浄化槽設置工事の着手前に申請をしてください（着手の１０日前までに）。 

○設置場所が家の敷地内（宅地等）でなく、敷地内の農地又は隣の農地に設置する場合は、たとえ

補助金申請者と農地の地権者が同一人物であっても農地法（第４条）に抵触するので、補助金交

付決定通知書は交付出来ません。農業委員会の手続きが全て完了した後で補助金交付申請をして

ください。 

○浄化槽の設置場所付近によっては、里道や里道水路を通じて放流管渠の工事を実施する場合があ

ります。その場合は市の耕地林業課への手続きが全て完了してから補助金交付申請をしてくださ

い。 

○工事の着手は、補助金交付決定通知書の決定日以降となります。事前に着手した場合は補助金交

付対象外となり、補助金の交付は出来ません。 

５．その他 

○申請代理人が補助金交付申請をした場合でも、申請者に「交付決定通知書・交付額確定通知書」

を送付します。交付決定通知書は実績報告書に、交付額確定通知書は請求書に添付しなければな

らない書類ですので、申請代理人は、申請者に対して書類を大切に保管するようお願いしてくだ

さい。 

  ○申請等に関する各種様式は、必ずホームページに掲載している令和８年度分の様式を使用してく

ださい。 

 

 

 

 

 

 

【お問い合わせ先】 

豊後高田市役所 環境課 

℡ ０９７８－２５－６２１８（直通） 
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申請から支払までの流れ（概要） 

 

 申請者（申請代理人）  市 備 考 

申請 

 

補助金交付申請書 
 

  

受付 

 

書類審査 

 

現地確認 

（着工前検査） 

※浄化槽の工事着工前

に申請をしてくださ

い（受付から交付決

定までに 10 日間ほ

ど要します） 

※必要に応じて現地確

認の際に立会いを求

めます 

交付 

決定 

 

受取 

 

  

補助金交付決定通知書 
 

※申請者本人に郵送し

ます 

工事 

着手 

 

事業着手届 

（事業着手後遅滞なく） 

  

受付 

 

 

※必ず補助金交付決定

日以降に着手してく

ださい 

※工事写真を漏れのな

いよう撮影してくだ

さい 

工事 

完了 

・ 

実績 

報告 

 

事業完了届 

（事業完了後遅滞なく） 

 

実績報告書 
 

  

受付 

 

 

受付 

 

 

検査 

  

書類審査 

 

現地確認 

（完成検査） 

※必要に応じて現地確

認の際に立会いを求

めます 

※検査結果が不適正で

あった場合は速やか

に改善してください 

確定 

 

受取 

 

  

補助金交付額確定通知書 
 

※申請者本人に郵送し

ます 

請求 

 

補助金交付請求書 
 

  

受付 

 

 

支払 

 

受領 
 

  

補助金支払 
 

※申請者本人に支払し

ます 

※補助金申請時の内容に変更が生じる場合は、事前に「変更承認申請書」に必要書類を添えて提出すること。 

※       ・・・提出書類及び通知書類。 
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補助金額と予定基数 

 

①補助金額及び予定基数 

区 分 金 額 人槽算定の目安 予定基数 

５人槽 332,000 円 延べ面積 ≦ １６０㎡ 

４０基 ７人槽 414,000 円 延べ面積 ＞ １６０㎡ 

１０人槽 548,000 円 ２世帯住宅、台所・浴室が２ヶ所以上 

※基数は、申請状況（５・７・１０人槽等の申請受付の数）により変動します。 

※浄化槽の人槽算定については、住宅の延べ面積によって算定されますが、実際の居住人数や水道使用量等の

使用状況を検討して増減することもできます。詳しくは、浄化槽設備士や住宅設計士にご相談ください。 

（注）補助金額は「人槽増」の場合は実際の延べ面積で算出し、「人槽減」の場合は実際に設置した浄化槽

の人槽により算出します。 

※浄化槽に係る使用状況の大幅な変化により、浄化能力が低下し放流する水質が悪化する場合は、設置換えを

指導する場合があります。 

 

②既存の「汲み取り便槽」又は「単独処理浄化槽」から合併処理浄化槽に設置換えした場合の補助金額 

区 分 内 容 金 額 

本体設置 

上乗せ分 

既存の汲み取り便槽又は単独処理浄化槽から合併処理浄化槽に設

置換えした場合、上記①の補助金額に上乗せ 

※新設は対象外です（上乗せ分は、令和 10 年度までの予定） 

200,000 円 

撤去 

工事 

汲み取り 

便槽 

既存の汲み取り便槽を完全に撤去した場合 

※汲み取り便槽を処分したマニフェストが必要です 
120,000 円 

単独処理 

浄化槽 

既存の単独処理浄化槽を完全に撤去した場合 

※単独処理浄化槽を処分したマニフェストが必要です 
150,000 円 

埋戻し工事 
既存の汲み取り便槽又は単独処理浄化槽（現場施工のみ）を完全に

埋戻した場合 
30,000 円 

宅内配管工事 

既存の汲み取り便槽又は単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への

設置換えに伴う宅内配管工事をした場合 

 

※浄化槽への流入管（トイレ、台所、洗面所、風呂等からの排水を

流入させる管）及び桝の設置並びに浄化槽から住宅の敷地に隣接す

る側溝までの放流管の設置に係るもの 

330,000 円 

雨水貯留槽への 

再利用工事 

既存の単独処理浄化槽を雨水貯留槽として再利用するための工事

をした場合 
120,000 円 

※上記、全ての補助金に対し、見積書の金額が補助金額より下回った場合は、その額となります。 

※当該補助金の額に 1,000 円未満の端数が生じた場合は、端数を切り捨てます。 
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補助金の対象 

 

（１）対象地域 

   対象地域は、公共下水道計画区域、特定環境保全公共下水道計画区域、農業集落排水事業及び漁業集落

排水事業生活排水処理対象区域を除く市の全域とする。 

   ※特段の事情により、対象地域ではない場所に設置せざるを得ない場合は、事前にご相談ください。 

 

（２）補助条件 

   以下のすべてを満たす浄化槽 

①対象地域内の個人専用住宅、店舗等併用住宅（小規模店舗等を併設した住宅で、居住部分が延べ床 

 面積の 50％以上）に設置するもの。 

   ②浄化槽法に適合するもの（ただし、国庫補助指針が適用される場合は、同指針に適合するもの）。 

   ③BOD 除去率 90％以上かつ放流水の BOD が 20mg/L 以下の機能を有するもの。 

  ④「環境配慮型浄化槽（処理対象人員 10 人以下）」として、下記に掲げる性能要件を満たす浄化槽で

あること。 

 

  【環境配慮型浄化槽の性能要件】 

浄化槽の消費電力が以下の消費電力基準以下であること。 

                                消費電力基準（W） 

 

 

 

 

 

※下記、ホームページに環境配慮型浄化槽（適合機種一覧表）に関する情報が掲載されていますの

で、ご確認ください。 

一般社団法人 浄化槽システム協会 HP http://jsa02.or.jp/05koho/index.html 

 

（３）適用除外 

次に該当する場合は、補助金の交付を受けることができません。 

①補助事業の期間内に工事完了ができない者 

②補助金交付決定前に設置工事に着手、完成している浄化槽 

③浄化槽法第５条第１項に基づく設置の届出をしない者又は建築基準法第６条第１項に基づく確認を

受けずに浄化槽を設置する者 

   ④住宅を販売又は賃貸の目的で浄化槽を設置する者 

   ⑤住宅等を借りている者で、所有者の承諾が得られない者 

   ⑥市町村税を滞納している者（同一の世帯に属する者が市町村税を滞納している場合を含む） 

   ⑦居住する住宅に設置している浄化槽を廃止して、新たに浄化槽を設置する者 

⑧暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者 

 

 

人槽 通常型 BOD10mg/L りん除去型 

5 39 53 83 

7 55 75 90 

10 75 102 157 
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補助金申請等に必要な書類 

（○印は必ず添付、△印は状況に応じて添付 ※いずれの提出書類もお返しできません） 

 

◆補助金申請に必要な書類 （浄化槽設置工事の着手１０日前までに提出してください） 

提出書類 

施工区分 

注意事項 設置 

換え 
新設 

【共通】 

① 補助金交付申請書（様式第１号） ○ ○  

② 
浄化槽設置届出書（写） ○  ･関係機関の審査済（受付印押印済）であ

ること 屎尿浄化槽設置概要書（写）  ○ 

③ 確認済証（写）  ○ 

･建築確認申請を伴う場合（建築基準法第

6 条の 2 第 1 項の規定による） 

･建築確認申請書第一面～五面は添付不要 

④ 設置場所の位置図 ○ ○ ･住宅地図に明記（朱書きで囲む） 

⑤ 貸主の承諾書（市様式） △  
･浄化槽を設置する住宅等を借りている場

合 

⑥ 型式適合認定書（写） ○ ○ ･環境配慮型浄化槽 

⑦ 型式適合認定書別添仕様書及び図面（写） ○ ○  

⑧ 建築物の各階平面図 ○ ○ ･面積表を含む 

⑨ 浄化槽の配置配管図 ○ ○ 

･流入放流経路、建築物及び浄化槽の位置

を明示すること（トイレ、台所、風呂、接

続配管等の全てを明示） 

⑩ 浄化槽の設置に要する見積書（写） ○ ○ 

･「浄化槽の本体費用」「設置工事費用」「ポ

ンプ設備費用」を明記 

･既成の底板コンクリートを使用する場合

は、構造計算書（強度試験票含む）を添付 

･諸経費については「工事に係るもの」と

「事務に係るもの」を分けて記載 

⑪ 市町村税の滞納のない証明書（世帯員全員分） ○ ○ 
･発行後 30 日以内のもの 

･未成年で収入がない者は提出不要 

⑫ 委任状（市様式） △ △ 
･設置業者等に手続きを委任する場合 

･自署又は記名押印 

⑬ 浄化槽登録証（写） ○ ○  

⑭ 登録浄化槽管理票（C 票） ○ ○ ･市提出用（実際の使用予定人員を記入） 

⑮ 浄化槽設備士免状（写） ○ ○  

⑯ 浄化槽設置等に関する誓約書（市様式） ○ ○ ･自署又は記名押印 

【既存の汲み取り便槽又は単独処理浄化槽から設置換えする場合】 

⑰ 
既存の汲み取り便槽又は単独処理浄化槽の設

置状況を確認できる写真 
〇   
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⑱ 

既存の汲み取り便槽又は単独処理浄化槽の撤

去等に係る清掃費、撤去等工事費及び処分費

等が明記された見積書（写） 

△  

･全撤去を行う場合 

･諸経費については「工事に係るもの」と

「事務に係るもの」を分けて記載 

⑲ 宅内配管工事に要する経費の見積書（写） △  

･宅内配管工事をする場合 

･「流入（放流）管渠費用〔管渠延長㍍及

び単位㍍当たり管渠費用〕」を明記 

･諸経費については「工事に係るもの」と

「事務に係るもの」を分けて記載 

⑳ 

既存の汲み取り便槽又は単独処理浄化槽（現

場施工分のみ）の埋戻しに要する経費の見積

書（写） 

△  

･埋戻しを行う場合（㉔添付） 

･諸経費については「工事に係るもの」と

「事務に係るもの」を分けて記載 

【雨水貯留槽へ転換する場合】 ※既存の単独処理浄化槽を撤去せずに再利用する場合 

㉑ 
雨水貯留槽への転換に要する経費の見積書

（写） 
△  

･諸経費については「工事に係るもの」と

「事務に係るもの」を分けて記載 

【JIS のただし書を適用して、処理人員を 7 人槽から 5 人槽に低減する場合】 

㉒ 
屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準に係るた

だし書の適用願（別紙様式 1） 
△  

･添付書類（別紙様式 2 ※必要な場合の

み、別紙様式 3、住民票の写し） 

㉓ 住民票（写） △  
･居住人員が分かるもの 

･発行後 30 日以内のもの 

【既存の汲み取り便槽又は単独処理浄化槽を埋め戻す場合】 

㉔ 
既存の汲み取り便槽又は単独処理浄化槽を撤

去できない理由書（市様式） 
△  ･撤去できない場合 

 

●補助金申請時に「浄化槽設置届出書」を提出する場合は、以下の書類を提出してください 

①浄化槽設置届出書（別記様式第 1 号） 、 ②設置場所の見取り図 、 ③建築物及び浄化槽の配置図 

④建築物の各階平面図（面積表を含む） 、 ⑤給排水配管図 

⑥型式認定浄化槽にあっては、工場生産浄化槽認定シートの写し 

⑦浄化槽の構造図、仕様書及び処理工程図 ※型式認定浄化槽以外の浄化槽に限る 

⑧設計計算書 ※型式認定浄化槽以外の合併処理浄化槽に限る 

⑨誓約書（指導要綱様式第 1 号） 、 ⑩法第 7 条及び法第 11 条の規定に基づく検査依頼書（7 条検査手

数料受領書の写し又は納入機関の領収証明書を貼り付けたもの） 

※JIS のただし書を適用して、処理人員を 7 人槽から 5 人槽に低減する場合は、以下の書類も併せて提出し

てください 

①屎尿浄化槽の処理対象人員算定基準に係るただし書の適用願（別紙様式 1） 

②1 日あたりの使用水量の計算書（別紙様式 2） ※必要な場合のみ 、 ③誓約書（別紙様式 3） 

④住民票の写し ※必ず添付 

･書類一式を 2 部、申請者控えが必要な場合は 3 部提出してください 

 

◆工事に着手した時・工事が完了した時に提出する書類 

① 事業着手届（様式第５号） ○ ･遅滞なく提出すること 

② 事業完了届（様式第６号） ○ ･遅滞なく提出すること 
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◆実績報告に必要な書類 （工事完了後 30 日以内又は令和９年 3 月１０日（水）のいずれか早い日ま

でに提出してください） 

【共通】 

① 実績報告書（様式第７号） ○ ･住所は提出時の現住所を記入 

② 
保守点検業務委託契約書（写）及び清掃業務委

託契約書（写） 
○ 

･浄化槽法第 10 条に基づく「保守点検業務委託契約

書」及び「清掃業務委託契約書」 

･「清掃業務委託契約書」が提出できない場合は「清

掃の実施に関する誓約書（自署又は記名押印）」を提

出 

③ 
浄化槽法第 7 条及び第 11 条に規定する法定

検査依頼書（写） 
○ ･検査料納入済であること 

④ 
浄化槽の設置工事に要した請求書又は領収書

（写） 
○ 

･「浄化槽の本体費用」、「設置工事費用」「ポンプ設備

費用」を明記 

･諸経費については「工事に係るもの」と「事務に係

るもの」を分けて記載 

⑤ 補助金交付決定通知書（写） ○  

⑥ 浄化槽設置に係る工事写真（市様式） ○  

⑦ 浄化槽保証登録証 ○ ･（公財）大分県環境管理協会審査済のもの 

⑧ 浄化槽設置チェックリスト（市様式） ○ ･⑥工事写真に添付 

【既存の汲み取り便槽又は単独処理浄化槽から設置換えした場合】 

⑨ 
宅内配管工事に要した経費の請求書又は領収

書（写） 
△ 

･宅内配管工事をした場合 

･「流入（放流）管渠費用〔管渠延長㍍及び単位㍍当

たり管渠費用〕」を明記 

･諸経費については「工事に係るもの」と「事務に係

るもの」を分けて記載 

⑩ 

既存の汲み取り便槽又は単独処理浄化槽の撤

去等に係る清掃費、撤去等工事費及び処分費等

が明記された請求書又は領収書（写） 

△ 

･全撤去を行った場合 

･諸経費については「工事に係るもの」と「事務に係

るもの」を分けて記載 

⑪ 宅内配管に係る工事写真（市様式） △ ･宅内配管工事をした場合 

⑫ 
既存の汲み取り便槽又は単独処理浄化槽の撤

去等に係る工事写真（市様式） 
△ ･全撤去を行った場合 

⑬ 浄化槽使用廃止届出書（写） △ 
･既存浄化槽から合併処理浄化槽に設置換えした場合

（撤去の工事をした場合） 

⑭ 
既存の汲み取り便槽又は単独処理浄化槽を処

分したマニフェスト（写） 
△ ･記載事項が鮮明に分かるようにコピーすること 

【雨水貯留槽へ転換した場合】 ※既存の単独処理浄化槽を撤去せずに再利用した場合 

⑮ 
雨水貯留槽への転換に要した経費の請求書又

は領収書（写） 
△ 

･諸経費については「工事に係るもの」と「事務に係

るもの」を分けて記載 

⑯ 雨水貯留槽への転換に係る工事写真（市様式） △  

⑰ 浄化槽使用廃止届出書（写） △  
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【既存の汲み取り便槽又は単独処理浄化槽（現場施工分のみ）を埋め戻した場合】 

⑱ 埋戻しに要した経費の請求書又は領収書（写） △ 
･諸経費については「工事に係るもの」と「事務に係

るもの」を分けて記載 

⑲ 埋戻しに係る工事写真（市様式） △ ･補助対象、補助対象外に関わらず必ず提出 

⑳ 浄化槽使用廃止届出書（写） △ ･既存浄化槽から合併処理浄化槽に設置換えした場合 

【既存の単独処理浄化槽を撤去又は埋戻さなかった場合】 

㉑ 浄化槽使用休止報告書（写） △ ･既存浄化槽から合併処理浄化槽に設置換えした場合 

 

●必要に応じて実績報告と併せて「浄化槽使用開始報告書」を提出してください。なお、実績報告時に浄化

槽を使用開始していない場合は、浄化槽の使用開始日から 30 日以内に必ず提出してください。 

① 浄化槽使用開始報告書（施行細則様式第 1 号） ○ ･使用開始の日から 30 日以内 

 

◆補助金交付額確定通知書を申請者が受け取り後に提出する書類 

① 補助金交付請求書（様式第 9 号） ○ ･確定通知書の写し及び振込先通帳の写しの添付 

 

◆事業内容を変更する場合に提出する書類 

① 変更承認申請書（様式第 4 号） ④ 浄化槽工事取りやめ届（指導要綱様式第 4 号） 

② 浄化槽設置者変更届（指導要綱様式第 2 号） ⑤ 浄化槽変更届出書（別記様式第 2 号） 

③ 浄化槽機種変更届（指導要綱様式第 3 号）   

※補助金申請した内容（工期、事業、浄化槽配置及び機種等）に変更が生じる場合は、変更内容に該当する①

～⑤の書類を速やかに提出してください（提出がない場合は、補助金交付決定が取消になることがあります）。 
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その他留意点 

 

○見積書及び請求書（領収書）の写しについて 

 ・本体設置工事、撤去工事、埋戻し工事、宅内配管工事、雨水貯留槽への再利用工事の補助に該当する場合

は、それぞれ補助対象となる工事に要する「経費ごと」に見積書及び請求書（領収書）の写しを提出して

ください。 

 

○誓約書について（申請代理人が申請する場合） 

 ・申請時に提出する誓約書は、申請者本人が内容を理解した上で、申請者本人に記入してもらってください

（自署又は記名押印）。なお、申請者本人が病気等で記入することが出来ない場合は、親族に記入しても

らってください（申請代理人が代筆することは出来ません）。 

 ・使用予定者全員の氏名を必ず記入してください。なお、合計人数は、屎尿浄化槽設置概要書、浄化槽設置

届出書及び登録浄化槽管理票（C 票）の使用予定人員と一致します。 

・誓約条件を満たしていないことが判明した場合は、補助金の返還を求める場合があります。 

 

○工事写真について 

 ・施工の各工程の写真は、市の指定した様式にて全て提出してください。 

  なお、写真用紙の貼付けではなく、デジタルカメラにて撮影した画像データを貼付けても構いません。 

 ・黒板等の記載事項が分かるように写真を撮影してください。 

 ・工事写真帳で浄化槽整備士等が写る箇所がありますが、必ず安全上の観点からヘルメットを着用して作業

してください。 

 

○建物を新築又は増築する際の合併処理浄化槽設置について 

下記の場合は、汚水処理未普及解消につながらないと考えられるため、助成対象外となります。 

・合併処理浄化槽を使用している戸建住宅（持家）の使用者全員が「転居」により建物を新築する際に従前

と同人槽の合併処理浄化槽を再度設置する場合。 

・合併処理浄化槽を使用している戸建住宅（持家）の使用者全員が「建て替え」により建物を新築又は増築

する際に従前と同人槽の合併処理浄化槽を再度設置する場合。 

 

○単独転換、汲み取り転換に伴う宅内配管工事について 

単独転換、汲み取り転換に際して、水回りの位置変更により宅内配管の延長等が発生する場合は、位

置変更が生じない場合の宅内配管工事費用までが補助対象となりますので、以下の２点を必ず提出し

てください。 

・位置変更が「生じない」場合の宅内配管工事費用を適切に算定した「図面、見積書」 

・位置変更が「 生 じ た 」場合の宅内配管工事費用を適切に算定した「図面、見積書」 


